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民法(債権法)が約１２０年ぶりに改正されたことをご存知でしょうか。 

そして、実は本年(令和２年〈2020年〉)４月1日から一括して施行されるのです。 

本セミナーは、第３回目の開催となり、改正にあたってのセミナーとしては 

最後の開催となります。そこで今回のテーマは、みなさまの関心が特に強い 

と思われる「時効」を中心に設定しました。 

 

 Ｑ 飲み屋のツケの時効期間が変わるってホント？ 

 Ｑ 時効の「中断」「停止」という文言が見当たらないけど 

                時効の完成猶予はできなくなったの？ 

 Ｑ 債務の支払について協議中に時効が迫ってきた。 

              訴える以外に何か手段はないだろうか……… 

 Ｑ 施行前に生じた債権を持っているが、施行後は時効期間が短縮される？ 

 

このような疑問にも講師が明快に回答いたします。また、分からないことが 

あれば、是非セミナー後の無料相談会もご利用ください。 

皆様とお会いできることを楽しみにしております。 

 

   ◆セミナー（無料）◆ 
日 時：２０２０年４月２１日（火）  

１３時３０分 ～ １５時３０分 （受付開始１３時～） 
内 容：民法(債権法)改正に関する市民向けセミナー 
講 師：神奈川県弁護士会所属  

山 本 紘太郎 弁護士 

   ◆相談会（無料）◆                      
日 時：２０２０年４月２１日（火）     

１５時３０分～ １７時００分 
（相談時間１人あたり約３０分） 

＜お問い合わせ＞神奈川県弁護士会総合法律相談センター   
         〒231-0021 横浜市中区日本大通９番地   

電話：045-211-7700  FAX：045-212-0333 



※参加希望の方は 、インターネット、ＦＡＸまたは郵送でお申し込みください。 

詳しくは、神奈川県弁護士会ホームページをご参照ください。 

ＦＡＸ：０４５－２１２－０３３３ 

郵 送：〒231-0021 横浜市中区日本大通９番地     

神奈川県弁護士会総合法律相談センター宛 

Ｈ Ｐ：http://www.kanaben. or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【応募要項】  

・参加費は、セミナー・相談会ともに無料です。 

・参加の受付は、定員（セミナー５０名、相談会９名）に達し次第、締め切らせていただ
きます。先着順の受付となりますので、お早めにお申込みください。相談会について
は、お申込み後、郵便またはお電話にて申込受付結果をお知らせします。（セミナーに
ついては、定員をオーバーした場合のみ通知いたします。） 

【会場のご案内】 
 

 

   

◆ 無料セミナーへの参加を申込みます 

 

◆ 無料相談会への参加を（ 希望します ・ 希望しません ） 

※どちらかを○でお囲みください。（相談会のみへのご参加はお断りさせて頂きます。） 

◆ 相談会希望の時間（ ①１５時３０分～ ・ ②１６時００分～  

③１６時３０分～ ・ ④ 希望なし) 

※いずれかを○でお囲みください。（先着順のためご希望にそえない場合もございます。） 

お 名 前：                            

ご 住 所：                                            

電   話：                            

Ｆ Ａ Ｘ：                            

【交通のご案内】 

◆ＪＲ関内駅南口，市営地下鉄関

内駅１番出口より徒歩１０分 

◆みなとみらい線日本大通駅１番

出口より 徒歩１分 
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